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まとめとして 

規制政策としてのからを脱却して、イノベーション、産業、社会経済政策
の一環として電波政策をとらえ直す必要が有る 

 

政策の対象、主体は、これまでの事業者主体に加えてかなりの部分が利
用者、生活者となる。これは規制を論ずる上でも同じ。単純なルールづく
りによる統治が困難なケースが増えて行く 

 

電波の見える化はこれからの電波資源政策を考える上での前提となる 

 

多種多様な電波活用を国際協調の観点からも考える重要性が増す 
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